
原 議 保 存 期 間 ３ 年

（令和８年３月３１日まで）

犯罪収益移転防止法共管省庁担当課長 殿 事 務 連 絡

令 和 ４ 年 1 0 月 2 0 日

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長

戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知に

ついて

今般、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第17条が改正され、令和４年１

月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住

所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の

別」が追加されたことにより、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記

載されることとなったことを踏まえ、本人確認書類に関することについては、下

記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

各省庁におかれましては、この点適切な取扱いが行われるよう、所管する特定

事業者に周知していただきますようお願いいたします。

記

１ 戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについて

前記のとおり、戸籍の附票の写しは、市町村長が発行するものであって（住

民基本台帳法第16条）、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これ

に類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日が記載されているもの

ですので、現行の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成20年

内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国

土交通省令第１号。以下「犯収法施行規則」という。）第７条第１項第１号ホ

に規定する本人確認書類です。そのため、特定事業者において、戸籍の附票の

写しのみを提示した顧客等に対し、本人確認書類として不備があるといった対

応がなされないよう指導いただくようお願いいたします。また、特定事業者に

おいて、このことを適切に顧客等に周知いただくよう御配慮願います。

２ 犯収法施行規則の改正時期等について

犯収法施行規則第７条第１項第１号ニにおいて、「戸籍の謄本若しくは抄本」

を本人確認書類から削除し、戸籍の附票の写しを単独で本人確認書類として明

記する改正を行う予定です。



【連絡先】

警察庁刑事局組織犯罪対策部

組織犯罪対策企画課

法令・企画係

電話 03－3581－0141（内線4999、4939）


